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南九州市水道事業ビジョン【概要版】 

第１章  水道事業ビジョン策定の背景 

南九州市においては平成 24年 3月に「南九州市地域水道ビジョン」を策定し，

施設の老朽化や，地域間での料金格差の是正など，直面する多くの課題に対する目

標を掲げ，対策を講じてきました。 

近年においては，厚生労働省が社会環境等の変化を背景に，新たな課題へ挑戦す

るため「新水道ビジョン」を公表しました。また，総務省においては，水道事業の

経営的観点より「経営戦略」の策定を推進し，福祉的観点での水道事業運営から，

経営的観点での水道事業経営への転換を図ることで，経営基盤の強化が求められて

いるところです。 

このような社会的背景・自然的背景から，「新水道ビジョン」及び「経営戦略」

における中長期的な明るい未来を描けるよう，【南九州市水道事業ビジョン】を策

定しました。 

計画期間は，令和 3年度から令和 12年度までの 10年間としますが，計画期間に

おける社会情勢や自然環境などの変化に対して柔軟な対応が可能となるよう，計画

期間内において計画の見直しや方向修正を必要に応じて行います。 
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第２章  水道事業の概要 

2.1  南九州市水道事業の歴史 

本市は，平成 19年 12月 1日に，頴娃町，知覧町及び川辺町が合併し，南九州市

として誕生しました。水道事業としては平成 25年度に認可を受け，段階的に簡易

水道事業を統合し，平成 29年度より南九州市水道事業として一本化された運営と

なっています。 
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2.2 給水区域と給水人口 

本市は，配水系統などにより，下記に示す給水区域にて区分しています。 
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南九州市水道事業ビジョン【概要版】 

各給水区域の規模は，下表に示す通りとなっています。水道事業認可としては下

表を包括するよう設定しており，計画給水人口 35,890人，計画 1日最大給水量

15,888ｍ3/日にて認可されています。 

 
 

  

給水人口 給水量
1人1日
給水量

(人) (m3/日) (L/人・日)

川辺区域 9,845 5,352 544

瀬戸山区域 11 5 455

神殿区域 270 116 430

仁之野田代区域 354 112 316

勝目区域 1,334 668 501

西木場区域 241 65 270

大久保小川路区域 127 55 433

柳区域 95 50 526

川原区域 49 26 531

小　計 12,326 6,449 523

永里区域 737 369 501

中部区域 4,936 2,850 577

中部(加治佐)区域 74 21 284

郡区域 2,920 1,193 409

北部区域 448 341 761

南部区域 2,266 1,097 484

厚地区域 408 148 363

小　計 11,789 6,019 511

松永区域 552 183 332

中央区域 3,152 815 259

青戸区域 1,208 332 275

足貝区域 584 145 248

石垣区域 1,342 397 296

御領区域 1,261 254 201

新牧区域 97 20 206

粟ヶ窪区域 527 243 461

西部区域 1,852 678 366

只角区域 212 59 278

谷場区域 498 156 313

長崎区域 174 56 322

ヲヤシ平区域 198 47 237

曲谷区域 55 15 273

熊ヶ谷区域 19 10 526

小　計 11,731 3,410 291

35,846 15,878 443
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南九州市水道事業ビジョン【概要版】 

2.3 水道施設の概要 

本市水道事業は，起伏の激しい地形となっているため，多くの水道施設により運

用されています。国内における指標として，給水人口 1万人当たりの浄水場数が公

表されており，同規模の給水人口における平均値は 1万人当たり 2.1箇所ですが，

南九州市水道事業では，消毒施設を含めた給水人口 1万人当たり 7.3箇所と 3倍を

超える浄水場数となっています。 
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2.4 水道事業の経営状況 

水道事業の経営は，公営企業会計の原則に基づき，料金収入で賄われています。

このため，水道施設の維持管理や建設に至るまで，水道使用者より支払われる水道

料金が主な財源となります。 

これまでの水道事業における収支の推移は以下の通り，収入の減少と支出の増加

が顕著となり，令和元年度現在ではほぼ拮抗している状況です。 

 

 

 

直近の水道事業決算の内訳は令和元年度決算より以下の通りです。 

主に建設改良費等に使われる，資本的支出に対する資本的収入の不足分について

は，積立金及び減価償却費などの現金の支出が伴わない費用を財源として補填され

ます。 
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南九州市水道事業ビジョン【概要版】 

第３章  水道事業の現状と課題 

3.1 「持続」将来も持続できる経営か 

① 人口減少に伴う水道事業経営への影響 

水道事業は，地方公営企業法に基づく公営企業会計による経営が原則で，料金

収入を財源として事業を運営する必要があります。 

しかしながら，人口減少に伴い水道事業運営の基盤である料金収入も減少して

おり，財源の確保が困難となることが想定されます。 

 
② 経常収支の赤字化への懸念 

収支バランスを示す指標として，経常収支比率・料金回収率があります。経常

収支比率は他会計からの補填などが含まれる水道事業経営の総合的な指標で，

100%以上で黒字となります。 

また，料金回収率は給水原価と供給単価の比率で，水道水を造る費用と水道水

で得た収益の比率を示しており，100%以上で黒字となります。 

本市水道事業における収支バランスは以下の通りで，平成 30年度時点では料金

回収率が 100%以下となっています。このため，早い段階で 100%以上となるよう収

支バランスを改善する必要があります。 
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3.2 「安全」いつでも安全な水が供給できるか 

① 自然災害による水質変化への対応 

日常的な水質においては適正な浄水処理を行っており，安心して提供できる水

道水ですが，近年頻繁となりつつある豪雨や地震などの災害時において，水源に

おける濁りの発生や水質・水量の変化が懸念されています。 

このため，不測の事態に備え，水源水質や取水量の監視体制を強化する必要が

あります。 

 

② 市民のニーズに応えた「おいしい水」の供給 

水道法により，各家庭へ供給される水道水の残留塩素濃度は 0.1㎎/L以上と定

められています。塩素濃度は気温や水の使用状況により変動するため，ある程度

の余裕を持った残留塩素濃度に調整しています。 

しかしながら，塩素濃度が高くなると「カルキ臭」と言われるにおいが発生す

ることもあり，水道水の飲用に対する不安材料として挙げられます。 

このため，本市水道事業においては区域ごとに濃度調整を行い，南九州市民の

方々においしく飲んでもらえるよう，維持管理を徹底しています。 

 

③ 水道法改正に伴う給水装置工事事業者の指定 

これまでの指定工事事業者制度は指定についてのみ定められており，有効期間

が無いため廃止や休止，無届工事や不良工事などの実態を把握することが困難で

した。 

このことから，令和元年度の水道法改正において，指定工事業者の 5年間の更

新制が義務付けられたところです。 

本市水道事業においても，指定期間を 5年として指定工事業者の更新を行い，

指定工事業者の実態把握と資質の保持に努める必要があります。 

 

 

 
出典：厚生労働省(一部加筆) 

市管理 個人管理 

（市所有物） 

給 水 管 
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南九州市水道事業ビジョン【概要版】 

3.3 「強靭」災害時でも市民が頼れる水道か 

① 水道施設の老朽化 

現在保有する水道施設の資産は総額約 100億円で，うち 7割の 70億円程度を管

路が占めています。また，法定耐用年数に達している施設も多く，補修・修繕を

行いながら稼働させています。 

特に，管路については今後も老朽化が懸念されており，今後 10年間のうちに約

228㎞(総延長の 35%)の更新が必要ですが，令和元年度現在において 60㎞(9%)し

か完了していないのが現状です。 

 

 

② 耐震化の遅れ 

鹿児島県においては，水道施設の耐震化が遅れており，全国的な水準に比べ低

い水準にあります。 

さらに，本市水道事業においては鹿児島県下類似事業体と比べた場合において

も，下図に示す通りとなっています。これは，現存する多くの水道施設，特に市

町村合併前にすでに整備されていた施設について，耐震化の状況を全て把握でき

ていない現状にあるため，耐震化率として提示できていないことが「0％」として

示されているものです。 
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③ 水道法改正に伴い求められる運営体制の強化 

令和元年 10月 1日に水道法の一部を改正する法律が施行され，人口減少に伴う

水需要の減少，施設の老朽化，深刻化する人材不足等の水道事業が直面する課題

に対し，水道基盤の強化を図るため，水道法が改正されました。 

これにより，以下に示す改正の概要に基づき，目標達成のための方策を確実に

実行する必要があります。 
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第４章  基本理念と基本方針 

4.1 基本理念 

本市水道事業における将来ビジョンとして，活気あふれる市民協働で，重要なラ

イフラインである水道を次の世代へ繋いでいくことを理想とし， 

 

これを基本理念に掲げ，「持続」「安全」「強靭」の観点から，本市水道事業の将

来における理想像を示し，これを達成すべく具体的に行動します。 

4.2 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の計画においては，緊急性を持って取り組まなければならないものや長期的

視野で取り組むべきものなど，時系列的にも内容的にも多様な方向性から施策を実

行する必要があります。 

このため，次章に掲げる実行すべき施策について，その緊急性に応じた以下の区

分に分割・整理することで，より確実な目標達成を目指します。 
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第 5 章  実行施策 

5.1 「持続」できる水道 

① 運営の持続 

◆ 更新時期に応じた施設規模の適正化（長期目標） 

水道施設の更新時には適正な規模・施設に見合った機能など，コスト縮減を

主な方針として施設規模の適正化に努めます。 

特に，ポンプ設備においては，経年に伴う効率の低下に起因した，動力費の

増加が懸念されることから，定期的な更新と省エネルギーポンプなどへの変更

を実施することで維持費の縮減を図ります。 

◆ 広域化に関する協議会などへの積極的な参加（短期目標） 

周辺自治体との連携について協議を行った「南薩地区水道事業の広域連携に

関する検討会」にて示された施策について，関係 4市(南九州市・指宿市・南さ

つま市・枕崎市)と協働で，広域化に関する項目を積極的に実行できるよう努め

ます。 

② 経営の持続 

◆ コスト縮減を前提とした料金体系の適正化による財源確保（短期目標） 

必要な設備投資を縮減するよう努めた上で，水道法第 14条に規定される公正

妥当な手法により料金体系の適正化による経営基盤の強化を図ります。 

◆ 南九州市水道事業ビジョンの実行と定期的な見直し（長期目標） 

水道事業において実施している取り組み内容や，その結果を再検討し，需要

者である市民の方々へ公表・報告することで，水道事業の経営をより良い方向

に改善していくための第一歩となります。 

このため，水道事業ビジョン及び経営戦略としての方針に基づき，定期的な

評価・見直しを行うよう努めます。 

③ 環境の持続 

◆ 脱炭素社会の推進に伴う，省エネルギー設備の導入（長期目標） 

ポンプなどの動力施設の更新時においては，建設費のみでのコスト縮減では

なく，建設・維持・廃止を含めたトータルコストの縮減を目指し，今後も継続

的に省エネルギー設備を導入していくことで，さらに脱炭素社会への推進に寄

与するよう努めます。 

◆ 循環型社会の実現に向けた，再生資源の利活用（長期目標） 

建設発生土の再利用やコンクリート・アスファルト殻の再生利用等を含め，

建設副産物の低減及び利活用を図ります。 

また，発生土利用の可能性についても検討を行い，循環型社会の実現を目指

しますが，近年懸念されているヤンバルトサカヤスデの移動の要因となる可能

性もあるため，コストとリスクを踏まえた慎重な検討を継続して行います。 
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5.2 常に「安全」な水道 

① 水質の安全 

◆ 水質管理体制の強化（短期目標） 

各水道施設の状況を遠隔地においても，一括した管理が可能となるよう，遠

隔監視システムを導入します。特に，水道施設の水質について常時監視するこ

とができる環境を構築することで，不測の事態においても迅速な対応が可能と

なるよう努めます。 

また，本市水道事業において特に留意している水質として，農薬による汚染

が懸念されており，今後も農薬類に対する水質検査を継続し，検査結果に基づ

いた迅速な対策を講じることができる体制を整備します。 

◆ 水質検査計画の策定及び公表（短期目標） 

これまで，南九州市水道事業においては，毎年水質検査計画を策定し，その

計画に基づいた水質管理を行ってきました。 

また，水質検査の結果についても，水質の状況について市民の方々へ理解を

深めるための一助として，ホームページ等にて公表しています。 

これからは，市民の方々に対して，水道に関する理解度向上を含め，水道を

利用することへの安心感を得られるよう，水質検査計画についても定期的な公

表をホームページにて行い，水道水質の安全についても理解を得られるよう，

市民の方々が入手しやすく簡単な方法での情報提供を実施します。 

② 市民の安全 

◆ 貯水槽水道管理者への適切な指導（短期目標） 

10m3以下の小規模な貯水槽水道においては，水道法の直接的な規制がなく，

本市水道事業の定めた供給規定に基づき運用する必要があります。 

このため，当該規定に定められた管理基準において，貯水槽水道管理者に対

し，適切な管理が行われているかの指導を徹底し，それを利用する市民の衛生

水準の確保に努めます。 

◆ 水安全計画の策定（短期目標） 

水安全計画においては，市民の方々へ理解しやすい内容で情報提供していく

ことが重要となりますが，水道の安全の根幹に関わる事項であるため，安全管

理上，支障が生じない内容での公表が可能かどうかを含めて検討を行い，市民

の水道に関する安全を確保するよう努めます。 

◆ 広報強化による水道への理解向上（長期目標） 

本市水道事業における，水道施設や経営のしくみを含め，水道というものを

市民の方々と協働で運用していくためには，水道に対する理解を得られること

が重要となります。 

様々な情報が飛び交う現在，水道の安全に対する認識の向上を図るため，市

民の方々に対する説明責任を果たすことで，理解向上を目指します。 

 

 

 

 



 

 

-14- 

南九州市水道事業ビジョン【概要版】 

5.3 信頼され続ける「強靭」な水道 

① 強靭な体制 

◆ 危機管理マニュアルの整備（短期目標） 

水道事業における危機管理マニュアルを基礎とした，災害時の行動計画を段

階的に整備し，市民の方々も含めた協力を得つつ，災害時も安心して水道を利

用できるよう努めます。 

◆ 水道施設台帳の整備（短期目標） 

本市水道事業においては，広範囲にわたる水道施設を適正に管理するため，

早い段階で管路データのシステム整備や水道施設台帳を作成・整備すること

で，次世代への水道施設の継承を円滑なものとする必要があります。このた

め，システム化された施設台帳を整備し，これを継続的に更新していくこと

で，資産管理の適正化を図ります。 

◆ 組織力の強化（短期目標） 

本市水道事業においては，少数精鋭の水道職員を確保・育成するため，研修

会などへの参加による技術力強化や，技術者の雇用，退職者の再任用により水

道事業全体の組織力強化に努めます。 

② 強靭な施設 

◆ 耐震化計画の策定（短期目標） 

耐震性の向上を目的とした水道事業耐震化計画の検討を重ね，より現実的か

つ効果的な計画を策定・公表します。 

◆ 耐震診断の実施（長期目標） 

施設台帳の整備に併せて水道施設の現状について詳細を把握し，これらを管

理するためのシステム化を推進しているところです。 

詳細の把握に併せて，簡易耐震診断により抽出された成果を基に，段階的な

詳細診断及び耐震補強など適切な対策を実施します。 

◆ 老朽化施設の優先度・重要度に応じた更新（短期目標） 

基幹病院や避難所を主とした重要管路や基幹管路など，優先的に更新すべき

対象施設を明確化し，老朽化施設の更新優先度を設定して，より効果的な更新

計画を策定します。 

◆ 水道施設間のバックアップ体制の強化（短期目標） 

本市水道事業においては，地形の特性上多くの水道施設が分散配置されてお

り，渇水時の水量不足に加え，近年多発する豪雨時や地震時における水質悪化

が懸念される水源も点在しています。 

このため，分散配置されている施設を連絡管で接続し，必要な場合にお互い

の水をやり取りするバックアップ体制の強化に加え，体制強化の一環として，

緊急時においても十分な水を供給する必要があるため，これに対応できる貯水

施設を整備し，安定した水の供給ができる体制の強化に努めます。 
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③ 強靭な連携 

◆ 市民との連携（短期目標） 

将来の水道をより強いものとするためには，市民の方々の協力が不可欠です。

非常時においても，最小限の飲料水を各家庭へ届けることが重要で，各地区への

応急給水や，配水池などの主要施設における飲料水の配給など，多くの可能性を

視野に入れた準備が必要となります。 

今後は，より円滑な市民との連携を図るため，応急給水タンク等の拡充につい

ての検討を含め，災害を想定した定期的な応急給水訓練や断水想定訓練の実施に

向けた検討に着手します。 

◆ 近隣自治体との連携（長期目標） 

鹿児島県における南薩区域の連携協定を主体として，近隣自治体との合同訓練

や災害協定，事前の資材のやり取りや職員間の交流などを積極的に実施し，災害

等に備えた活動を実行します。 
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第 6 章  経営計画 

6.1 整備計画 

本市においては，将来を見越した施設整備を行うため，継続的な対策事業を実施

します。事業実施においては，水道職員や地元企業，市民の方々など，多くの関係

者の協力のもと，適正な実施が可能となるため，今後の主要な計画について示しま

す。 
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6.2 財政収支計画 
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第７章  フォローアップ 

 

本市水道事業ビジョンは，10年間の計画期間を定め，経営戦略としての方向性

を示しつつ，掲げた目標の達成を目指します。中長期的な将来の動向を視野に，

環境の変化や実行施策の実施状況を踏まえ，定期的な計画の評価や見直しを実施

することで，水道事業のレベルアップ及び市民への説明責任を果たします。 

これらの取り組みにおいて，PDCAサイクルに準じた実行体制を整備し，計画・

実行・評価・改善を実行することで，計画の再構築を図ります。 

 

 

 

 


